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出典：沖縄県農林水産部営農推進課「うちなー版　家族経営協定のすすめ」
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Ⅱ 家族経営協定とは

家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやりがいを持って経
営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやす
い就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき、取り決めるものです。

1. 数字で見る家族経営協定

家族経営協定は、既に 5 万 7 千戸の農家で取り組まれており、家族農業経営に役立っ
ているという事例も紹介されています。（1）～（3）をご参照ください。

（1）家族経営協定締結農家数
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「家族経営協定締結農家数について」( 農林水産省経営局）（http://www.maff.go.jp/j/keiei/kourei/danzyo/d_kazoku/

attach/pdf/index-5.pdf）を加工して作成

注 1. 各年とも 3 月 31 日現在。

注 2. �東日本大震災の影響により、平成 23 年の宮城県及び福島県の一部自治体の締結農家数については、…

平成 22 年 3 月 31 日現在のデータを引用。

■家族経営協定締結農家数

平成29年3月31日現在の締結農家数は全国で57,155戸となり、前年（平成28年3月31日現在）に比べ758戸（1.3%）

増加しました。なお、新規の締結農家数は 1,846 戸でした。

また、平成 27 年 12 月に閣議決定された「第 4 次男女共同参画基本計画」では、家族経営協定の数値目標を、現状

54,190 件（平成 25 年度）を 70,000 件（平成 32 年度）としています。
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（2）主業農家のうち家族経営協定の有無別農産物販売金額規模別農家数（全国）

（3）家族経営協定を締結したことによる変化（複数回答）

家族経営協定なし   ( 戸 )

家族経営協定あり   ( 戸 )
  ( 割合 )

  ( 割合 )
  ( 戸 )計

300 万円
未  満 300~500 万円 500~1,000 万円 1,000~2,000

万円
2,000~3,000

万円
3,000~5,000

万円
5,000 万円

~1 億円 1 億円以上

118,098
92%

10,412
8%

128,510

100%

75%

50%

25%

0%

55,120 84,308 56,097 16,090 10,802 4,131 1,069
88%

7,590
12%

62,710 103,025

18,717 24,006

80,103

9,952

26,042

8,026

18,828

3,748

7,879

1,301

2,370

82%

18%

70%

30%

62%

38%

57%

43%

52%

48%

45%

55%

92%

8%

88%

12%

82%

18%

70%

30%

62%

38%

57%

43%

52%

48%

45%

55%

社会活動や余暇活動の活発化

役割分担の平等化

売り上げ増加

労働時間・休日の改善

労働報酬面の改善

作業効率の増加

中長期計画の作成

経営目標の共有化

経営者としての自覚増進

経営・生活の方針決定への参画

働く意欲の増加

話し合い機会の増加

変化なし

�.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.�

女性

男性

資料 :

日本女子大学「農村地域における男女共

同参画推進に向けて」（平成 21 年度）

※�農業委員2,584人（男性1,601、女性983）

へのアンケート調査（配布数 6,254、

回収率 41.3%）。 …

協定を締結していると回答した 696 人

（男性 383、女性 313）の回答

「2005年農林業センサス」（組替集計）（農林水産省統計部）（http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2015/top.html）を

加工して作成

農産物の販売金額の大きい農家ほど家族経営協定の締結割合が高いです。

男女とも「話し合い機会の増加」が最も多いです。次いで、女性は、「経営・
生活の方針決定への参画」「経営目標の共有化」をあげており、家族経営
協定が、家族のコミュニケーションに効果的であり、女性が経営者として
意欲を持って経営に参画できるようになっていることがわかります。

ポイント

ポイント
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2. 家族経営協定の目的

家族経営協定は、次のことに役に立ちます。
（1）農業経営目標と家族の目標を同時に実現
（2）�ワーク・ライフ・バランスの確立…

農業の役割分担・家事の役割分担、社会参画、趣味など
（3）�パートナーシップ経営による経営発展…

経営方針、経営会議、休日・労働時間・収益の分配などの就業条件、資質向上など
（4）�経営内容・経営目的・家族の目標を「見える化」…

経営資源データの見える化、資金計画、農業経営発展計画、生活設計
（5）次世代育成、経営継承のツール

3. 家族経営協定書に盛り込む主な内容

・目標
・経営計画・経営方針
・経営の役割分担
・報酬・収益の分配
・労働時間
・休日
・生活の役割分担
・福利厚生
・資質向上
・経営移譲
・その他必要な事項
・締結年月日、協定者、立会人
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4. 家族経営協定の作成・実行・見直し

協定を結ぶときは、家族だけでなく、指導機関の立会いがあると、社会的に協定が認知
されさらに確かなものになります。指導機関も継続して協定農家に関わりができ、農業経
営情報や家族経営協定農家の集いなどの情報提供も期待できます。

結んだ協定内容をみんなが見える場所に掲げるなど、協定を実行しやすいように工夫し
ましょう。また協定が実行されているか確認し、修正点があれば見直しながら、自分たち
の考えていた農業経営と農家生活の実現に有効なものとなるようにしていきます。

協定は、定期的に（年に 1 回は）見直し更新するようにしましょう。

5. 協定を結ぶタイミング

協定のセミナーに出席したことをきっかけにしたり、協定締結農家の講演を聞いたり、
日ごろの悩みの解決方法を考えていたり、それぞれのタイミングがあります。協定を結ぶ
タイミングとして、家族構成や農業経営内容に変化が起きた時も、良いタイミングになり
ます。

①夫婦二人での農業経営（新規就農含む）

②後継者が就農する時期

③後継者が結婚する時期

④経営移譲をする時期

ポイント

目 的 : お互いが自立した農業者として対等な立場で経営を築く

主な内容 : �営農計画、農業・家事役割分担、労働時間、休日、収益の分配、研修参加、福利厚生

目 的 : 後継者にやる気・興味・自信を持たせる

主な内容 : 営農計画、役割分担、労働時間、休日、収益の分配、研修参加、福利厚生

目 的 : 家族の一員として配偶者を迎え、親夫婦との円満な人間関係を作る

主な内容 : �営農計画、農業の役割分担、労働時間、休日、収益の分配、…

産休・育児期間の確保、家事・育児分担、研修参加・福利厚生

目 的 : スムーズな経営・家事の移譲と親夫婦の生活保障に配慮する

主な内容 : �農業・家事の役割分担、収益の分配、親夫婦の扶養・介護、相続に向けての準備
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出典 : 公益社団法人日本農業法人協会「さあはじめよう ! イキイキ家族の『家族経営協定』スタートブック」
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6. 家族経営協定の制度上のメリット

家族経営協定に家族それぞれの経営の参画や収益の分配などの事項を盛り込み、締結・
実行している場合は主に以下の制度利用ができます。家族経営協定により農業経営への参
画が証明され「農業経営者」であることがわかるためです。

チェック

□認定農業者の共同申請

□農業者年金の国庫助成

□農林水産祭参加の表彰行事における夫婦連名表彰

□農業次世代人材投資資金（旧青年就農給付金）

実質的に共同経営を行っている場合、収益の配分と経営方針決定への参画が
明確にされている家族経営協定が結ばれていること等を要件に、夫婦等によ
る認定農業者の共同申請が認められます。

青色申告をしている認定農業者等と家族経営協定を締結して、経営に参画し
ている配偶者、後継者に対しては、基本となる保険料（20,000 円）のうち
一定割合の国庫助成が行われます。

経営への配偶者の貢献度が高いことが家族経営協定書などで明らかな場合は
夫婦連名で表彰が受けられます。

経営開始型として、夫婦ともに就農する場合、家族経営協定などにより共同
経営者であることが明確である場合は、夫婦合わせて 1.5 人分が交付されま
す。
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7. 家族経営協定書の事例

出典 : 公益社団法人日本農業法人協会「さあはじめよう ! イキイキ家族の『家族経営協定』スタートブック」

平成 15 年に協定書を作成後、平成 25 年作成の改訂版を掲載。将来の法人化も視
野に入れ、その前提として「担当部門」と「内容」を決め、家庭内での役割分担をはっ
きりさせました。役割があると “家族の中に自分の居場所がある” と感じられ、かつ
担当する仕事への責任感が生まれたことが、協定のよかった点です。日頃は忙しくて
ゆっくり話せない分、みんなで外食をしながら「家族会議」をする時間が欠かせません。

事例 1　まるせん川村（青森県・品目：野菜、果樹、花き、観光）
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出典 : 公益社団法人日本農業法人協会「さあはじめよう ! イキイキ家族の『家族経営協定』スタートブック」

平成 8 年に夫婦間で、平成 12 年に経営主夫婦と後継者との間で結んだあと、平成
17 年に経営主夫婦と後継者夫婦との間で取り交わしました。「協定書があることで安
心でき、この通りにやればうまくいく」と思えることが一番のよさです。現在は協定
書の内容通りに経営移譲が進み、後継者が経営の主軸になっています。ぶどうを時代
に合った栽培品種へと変えたことで、面積はそのままで経営規模の拡大が実現できて
います。

事例2　和泉農園（大分県・品目：野菜、果樹など）
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8. 家族経営協定の政策上の位置づけ

家族経営協定の普及や活用は、「第 4 次男女共同参画基本計画」にも明記されています。
なお、この基本計画は、男女共同参画社会基本法に基づき、施策の総合的かつ計画的推

進を図るため、平成 37 年度末までの「基本的な考え方」並びに平成 32 年度末までを見
通した「施策の基本的方向」及び「具体的な取組」を定めるものです。

第 4 次男女共同参画基本計画（平成 27 年 12 月 25 日閣議決定）より抜粋

第 2 部　施策の基本的方向と具体的な取組

Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍
【第 4分野　地域・農山漁村、環境分野における男女共同参画の推進】
〈基本的考え方〉
抜粋
……女性が男性の対等なパートナーとして経営等に参画できるようにするため、家族経営協
定の普及や有効な活用を含め、女性の経営上の位置付けの明確化や経済的地位の向上のため
に必要な取組を推進する。

〈成果目標〉
家族経営協定の締結数　　現状（平成 25 年度）　　　54,190　件
　　　　　　　　　　　　成果目標（平成 32 年度）　70,000　件

1 ～ 2　略

3 　農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大
農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画を促進するため、地方公共団体、農

林水産団体等に対して、具体的な目標の設定や女性の参画を一層促進する仕組みづくりを働
きかける。

また、女性が男性の対等なパートナーとして経営等に参画できるようにするため、女性の
経営上の位置付けの明確化や経済的地位向上に向けた取組を推進する。

具体的な取組
ア　農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大　　略
イ　�農山漁村における女性の経営上の位置づけの明確化や経済的地位の向上…

①　家族経営協定の締結数の拡大及びその継続的な有効活用を図り、夫婦共同での各種
制度への申請等を推進する。また、都道府県、市町村における普及体制の強化や、締結
後のフォローアップを目的とした協定農家間の情報交換などを促進する。�
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②～⑤　略…
…
⑥　農林水産業における女性経営者の経営発展や女性の農林水産業者による適切な経営
継承を図るため、女性の経営参画及び農地・施設等の資産の取得促進に向けた普及啓発
を推進する。

4 　農山漁村における女性が働きやすい環境の整備、意識と行動の変革
経営の多角化・複合化や 6 次産業化が進展する中で重要な役割を担う女性が過重な負担を

負うことがないよう、働きやすい作業環境の整備や就業支援を進めるとともに、育児・介護
などに関わる男女の負担の軽減等、農山漁村におけるワーク・ライフ・バランスの実現に向
けた取組を促進する。

また、農山漁村の一部でいまだ根絶されていない固定的な性別役割分担意識等による行動
様式を是正し、あらゆる場における意識と行動の変革を促進する。

具体的な取組
ア　�農山漁村における女性が働きやすい環境の整備…

…
①～⑥　略…
…
⑦　仕事と家事・育児・介護等との調和や多様なライフスタイルの確立を支援するため、
男女のワーク・ライフ・バランスや健康管理への配慮を含む家族経営協定の締結、ヘル
パー利用の促進、子育てネットワーク活動、農山漁村における男性の家事・育児・介護
等への参画及びそれに関する周囲の理解を促進する。

以下　略
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Ⅲ 対話を活かし魅力ある農業経営を築く
ー 家族経営協定の持つ意味 ー

このパートでは、対話を活かして魅力ある農業経営を築くための手法として、農村現場
で長年にわたり取り組まれてきた家族経営協定のもつ意味を、端的かつ体系的に紹介した
いと思います。以下では、1. ～ 5. で全体像を集約し、その中でも家族経営協定の真髄に
触れる部分を、一層噛み砕いて述べるため、6. ～ 7. に「もっと詳しく」という項目を 2
点設けています。

1. 対話は農業の展開力を育む

（1）農業を取り巻く対話が注目される

いま、農業を取り巻く人と人の対話が注目されています。それは農業を支える人々の結
び付きを、新たな課題のもとに再構築し、時代の要請に果敢に応える農業のスタイルを作
り出すための、原動力となっているからです。

例えば、中山間地域等での集落営農の形成をめぐっては、集落内の各農家が意見を出し
合い、農地の利用調整や遊休農地の発生防止への方向付けを行っています。一方で、都市
地域では、直売・体験農園等を通じた生産者と消費者の日々の対話が、都市空間に存在す
る農業や農地の多面的価値を一層高めることになっています。

GAP（農業生産工程管理）認証を取得する場合も、作業の効率化・安全対策の設計を進
めるためには、現場で従事する人々の対話を踏まえた具体策の提案から始まると思います。

（2）家族内の話し合い（対話）を促す家族経営協定

上記（1）のように、対話は農業の展開力を育む有効な媒体となっています。そこで、
日本農業の大宗を占めてきた家族農業経営では、経営内の各人のモチベーションを高め、
経営管理の充実や目標の明確化、経営の永続性の確保等に向けた道筋を明らかにして行く
上で、家族内の対話を出発点とし、かつその継続を前提に行う、家族経営協定に注目して
はいかがでしょうか。①家族内の話し合い（対話）と②それに基づく具体的な行動、さら
に③その延長線上にある文書協定の締結といった、この一連の取り組みを家族経営協定と
位置付けています。これを図 1 の通り示します。
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もちろん③の文書協定締結後に取り組みを進める中で、必要に応じて協定内容の見直し
やグレードアップを行うことも大切です。変更がない場合も、定期的に協定内容を当事者
間で確認し合うことをお勧めします。

こうした家族経営協定に取り組む際の根本的な考え方は、極めて大事なことですから、
「6. もっと詳しくその 1- 家族経営協定は話し合いを促す手段 -」の別項を立てて、一層掘
り下げて行きます。

それに基づく その延長線上に①
家族内の
話し合い

②
具体的な
行動

③
文書協定の
締結

この一連の取り組みが家族経営協定

◆図 1：家族経営協定の基本的な過程

2. 家族経営協定が目指してきたもの

（1）パートナーシップ経営を目指す家族経営協定

家族農業経営内での合意事項を協定書にする取り組みは、わが国において、いまから半
世紀以上前の 1960 年代に、父子協定や親子契約として行われたのが発祥です。

その後、現在の家族経営協定という言葉は、1993 年に生まれ 95 年には農林水産省の二
局長通達にも盛り込まれましたので、こうした時期から既におよそ四半世紀が経過してい
ます。この家族経営協定が一貫して目指してきた家族農業経営の姿は、世代間や夫婦間で、
農業に従事する家族構成員のみんなが相互に責任ある経営参画を果たし、各人が共同経営
者の立場を確立して行く、「パートナーシップ経営」の形成を図ろうというものです。
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（3）法人経営のいわば内実を築くのが家族経営協定

農業における経営改善の手段として、法人化と家族経営協定の一体的な推進が重要です。
この両者の関係を集約すると次の①～③の通りです。

なお、これらの点は、特に大事な論点なので、「7. もっと詳しくその 2- 法人化後も家族
経営協定は活かせる -」の別項を立てて、一層掘り下げて行きます。

（2）共同経営者とは何か

では、パートナーシップ経営の中身を作り上げる際の、家族構成員一人ひとりが共同経
営者の立場を築くこととは、具体的にどのような条件を各人が備えることなのか、次の①
～⑥にその主なものを並べておきたいと思います。

【共同経営者の条件】

【家族経営協定と法人化の関係】

ポイント

ポイント

①�家族内での話し合いの場が設定される…
→各人が経営の意思決定に参画する

②�経営の実態や ､ 各種情報を家族内で共有化…
→誰か一人だけで責任を負わない

③�家族内で経営目標等を明確化…
→その内容をお互いに認識する

④��相互にパートナーのやる気の高揚に努める…
→各人の能力発揮へとつながる

⑤�男女双方の経営内および社会的地位の裏付けを確立…
→�例えば、男女が共に固定資産を形成、認定農業者の共同申請、男女が共に研修会への

参加・要職就任等も促す
⑥�将来設計、老後保障・介護等の対応を明確化…

→生活面での協力態勢も構築

①協定に基づく取り組みは法人化へのプロセスとしても有効
②法人化した後も、家族経営協定は経営の内実を固めて行く上で効果を発揮
③法人化しても解決できない家族農業経営固有の課題の調整に協定を活用
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（4）家族経営協定で取り組まれてきた内容

家族経営協定の文書に盛り込む内容は、各農家の経営や生活の状況に合ったものにする
ことが最も重要です。協定書のひな型も示されていますが、それはあくまでも参考資料と
して活用して行くべきでしょう。100 戸の農家があれば、100 通りの協定内容が存在する
と考えた方が良いと思います。

筆者はこれまでに、家族経営協定の普及推進にあたってきた各地の関係者と議論をして
きた中で、次のような声をよく聞きました。それは、最初は協定書のひな型をそのまま使っ
た協定書を作成した農家も、その後、実質的な話し合いを重ねて協定内容のアレンジが進
んで行くと、その農家の経営や生活の改善へと着実に結び付く協定に発展して行くという
趣旨のことです。

家族経営協定の実施をめぐり、農村現場で広く取り組まれてきた協定書の組み立て方や、
協定内容の 4 つの大分類を以下にそれぞれ列記します。これらもあくまでも参考として概
観して下さればと思います。

【協定書の組み立て方】

【協定内容の大分類】

ポイント

ポイント

①タイトル（家族経営協定書とするか、各農家独自のネーミングでも良い）
②前文（家族共通の理念や、農業経営の大目標を書き込むことが多い） 
③本文（各農家が話し合いに基づいて定める多様な協定事項）
④後文（協定当事者の人数分の協定書を作成して各人が保管することなどを定める）
⑤締結の年月日と、当事者全員の署名押印、立会人の署名捺印等

①就業条件の協定 : 報酬・休日等を明確化、職場として実感できる環境づくりなど
②経営展開の協定 : 数字の面から経営の現状把握、家族の経営目標・実行計画など
③世代交替の協定 : 経営移譲のやり方、経営資産等の相続に向けた取り決めなど
④生活条件の協定 : 多世代家族の住まい方、家事・介護・老後保障のことなど
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【協定を経営改善に活かす視点】

ポイント

①�協定を機に経営の現状確認を行うこと→それは新たな経営展開への布石に…
例えば、経営上の役割分担、各人の報酬額などを明記、現状における経営の到達点や、
当面取り組むべき経営課題等を具体的な文章で表現する

②�経営の成果とは何かを見つめ直す契機に→協定は幅広い視点を示唆する…
利益追求のみではなく、時間的なゆとりや、心のゆとりの確保へ…
例えば、｢ 連続休暇 ｣ の取得を目指すと、経営全体の組み立ての再検証を促す　

③�経営で何を目指すか→協定はその明確化を図る媒体に…
例えば、経営規模の拡大目標、環境保全型農業への取り組みなど

④�個人の能力発揮に向けて→協定はその条件づくりとなる…
例えば、家族内で部門別責任者の明確化、資格給や経営の貢献に応じた賞与等

3.�農村現場が開発してきた家族経営協定の特質 
 ーその多様性や普遍性ー

（1）経営改善に活かす協定の取り組み

家族経営協定は、多様な農家がその手法を採用・実行する中で、理念やもともとの想定
よりも現場の取り組みの中から、その有効な活用方法が開発されてきたと言えます。

とりわけ、農業の経営改善を進めて行くプロセスにおいて、次の①～④のような視点か
ら家族経営協定は活用されてきたと、筆者はこれまでの事例調査等の蓄積から認識してい
ます。

（2）日本的なスタイルの協定が定着

家族経営協定が全国各地で行われ、その中で、わが国独自の性格を有したいわば「日本
的なスタイルの協定」が形成されてきたと筆者は捉えています。

それは、協定当事者の権利や義務を厳格に定める契約行為というよりも、家族内各人の
意欲向上と相互の意思疎通の観点などを重視してきた傾向が強いと言えます。この特徴を
次の①～③に整理しようと思います。
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【日本的なスタイルの家族経営協定の特徴】

ポイント

①厳格な契約行為というよりも家族内の意思疎通と各人の意欲向上を促す傾向
②農家が開発した協定の多様性と、協定を対話の手段として普及してきた普遍性
③�契約に関する通説と家族経営協定の若干の相違点	

→��例えば、「多様な解釈の余地を残す表現」を契約行為では一般に避けるべきとされるが、
家族経営協定書では、こうした表現を盛り込みつつも、それを家族内の話し合いで随
時埋めて行く傾向がある

（3）農業農村における男女共同参画の推進と家族経営協定

現状の農村現場における男女共同参画をめぐっては、女性農業者の資産形成・経営参画・
社会参画といった取り組みを促進することが、今後とも中心課題と言えます。

家族経営協定は、この 3 つの要素の相乗効果を生み出す機能を有してきたと思います。
例えば、家族経営協定を通じて、簿記記帳を含む経営への責任ある参画を続けてきた女性
農業者が、同時に、協定で明確となった報酬を活用して、月々一定額の貯蓄を行い、その
貯蓄を原資として自分名義の固定資産（農地等）を購入した事例があります。こうした女
性名義の資産形成は、女性が新たに起業する時のいわば土台にもなり、それは社会参画へ
の道筋を拓くものにもなります。

※家族経営協定は、女性の社会参画を促す重要な契機にもなってきました。

【女性の社会参画を促進する協定項目】

ポイント

①家族構成員の各種研修会への参加を促し、各人のスキル向上を図ること
②�女性による起業活動、農村の意思決定の場（農業委員等）への参画に向けた条件整備を

図ること（→家事分担等も含め家族による協力態勢の確立等）
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（1）民法の寄与分制度と家族経営協定の関係性

農地資産の継承をめぐっては、先代の死去に伴って相続の発生時から、遺産分割協議や
寄与分制度等といった、法的な仕組みによって課題解決を図ろうとするのではなく、そこ
での紛争を未然に防止することに十分留意して、被相続人の生前から関係者がよく話し合
い、具体的な対応策を明らかにする取り組みが重要と言えます。この観点に立つ時に、家
族または親族間の話し合いを具体化して行く上で、家族経営協定は有効な取り組みの一つ
になると思います。

次の①～③は、民法の寄与分制度を例に挙げ、この制度に基づく課題解決よりも、長年
の家族経営協定の実施をお勧めしたいという趣旨を端的に説明したものです。

【寄与分制度により家族経営協定の活用の勧め】

ポイント

①遺産分割時における問題 : 共同相続人の中で「特別な寄与」をした人がいる場合
②�上記①の人は、寄与分の申し立てが可能だが、懸念も多いと見られる…
（→その懸念とは : 紛争の発生や、裁判により認められる金額の水準等）

③�当事者の貢献に応じた的確な財産の移転を、被相続人の生前から協定で実行…
→家族経営協定は寄与分をめぐる紛争を未然に防止する機能を持つ

4. 各種の法制度・政策等との関係で家族経営協定を考える
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（2）家族経営協定の推進は一貫して政策の重要課題

農政上の仕組みにおいて家族経営協定とリンクさせたものは数多くあります。その代表
格としては、農業者年金における保険料助成や、認定農業者の家族・夫婦による共同申請
などがあります。

これらの仕組みを活用する場合には、協定締結が形式的なものとならないよう十分留意
することが大切です。その上で、関係機関とも相談して必要な協定項目を整えるととも
に、家族各人の意思や相互の合意内容を的確に反映した協定書を作成して行くべきと考え
ます。

一方、社会のあらゆる分野を対象とした、国の「男女共同参画基本計画」においても現
行・第 4 次計画の中で、家族経営協定は、締結農家数の成果目標を提示して、その普及拡
大が重視されています。

その上で同計画では ､ 家族経営協定をめぐり、例えば次の①～④のような取り組み方の
推進を明示しています。

【第 4次男女共同参画基本計画における家族経営協定の位置付け】

ポイント

→締結農家数の拡大を成果目標に掲げた上で
①家族経営協定の継続的な有効活用
②協定の活用による夫婦共同での各種制度への申請の推進
③締結後のフォローアップを目的とした協定農家間の情報交換等の促進
④男女のワーク・ライフ・バランスや健康管理への配慮を含む家族経営協定等

（1）協定締結の趣旨をどう伝えて行くか

家族経営協定の普及推進をめぐり、普及対象者にその趣旨をどう伝えて行くべきか、特
に文書化の意義、当事者の立場を踏まえた対応、協定内容の実行・見直し・ステップアッ
プへの取り組みについて、主要な論点を次ページに列記します。

5. 家族経営協定の普及推進の着眼点について
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【家族経営協定の文書化の意義】

【相手の立場を踏まえて協定の趣旨を伝える】

【協定内容の実行・見直し・ステップアップへの取り組み】

ポイント

ポイント

ポイント

→文書化は目的ではなく手段
①文書で明示の合意を行い、継続的な家族内の話し合いを促す
②家族だからこそルーズになりがちな点を克服する
③文書の中には数値も入り、経営目標や就業条件が一層明確に
④経営改善の取り組みが見える化し、就農前の後継者にも伝わる

（例）
①�当事者に分かり易い協定書づくり…

(→協定書のタイトルや条文の表現方法等に留意)
②できることから短文で始める協定も視野に
③経営作目ごとの特性に応じた就業条件の設定など

①�協定した各項目の趣旨を当事者がしっかり把握することが大切…
（→それは、協定内容の実行を図る第一条件）

②協定の 1 年更新、当事者全員による話し合いの継続で内容の見直し
③協定書に付属表を設け、家族で協議した重要事項の記録を適宜行う

上記③に関して補足すると、例えば、稲作や茶生産など作業の繁・閑期がはっきりして
いる場合は、農繁期の健康管理を考えた労働時間の設定が大切です。また、多様な作型を
組み合わせた周年型の野菜生産の場合には、定期的な休日取得に向けた対策が必要になる
と思います。
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（2）締結運動を地域にどう広げて行くか

家族経営協定の締結運動を地域にどう広げて行くか、その際に、農業者や関係機関・団
体等がそれぞれの役割を明確にすることが大切でしょう。締結運動を地域で取り組む場合
の着眼点を次の①～③に列記してみたいと思います。

【締結運動を地域に広げる時の着眼点】

ポイント

①�農業者による主体的な推進活動の重要性…
モデル農家を軸とした理念の発信や、協定農家間の情報交換の場づくり…
推進者が各自の経験に基づき、協定締結の意義を各自の言葉で表現…
一方で、JA の部会活動等を通じた取り組みも有効

②�推進体制に問われるもの : 二つの機能が必要…
イ . 締結運動を継続する仕掛け（毎年の調印式開催等）…
ロ . 協定内容の策定をめぐる助言や支援の窓口の明確化

③�協定の幅広い機能の PRも必要…
例えば、兼業農家、高齢農家等の場合も協定普及の対象に…
→それぞれの経営・生活の実態に合った協定農家の事例が各地に存在
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（2）最初から「文書化ありき」とは限らない !

また、協定書という形にすることは拙速に行わず、各農家の状況に合わせて、実質的な
取り組みを醸成しながら、計画的に文書協定の締結へとつなげる方法も視野に入れても良
いと思います。

筆者が以前に訪問した栃木県内の酪農家・Ｈさんの家では、これまでに何度も協定内容
を見直し・更新しつつ、経営展開に活かす家族経営協定に取り組んで来られました。とこ
ろが、Ｈさんは、家族経営協定をめぐり「まずは文書化ありきではない」と強調されてい
ました。家族でよく話し合い、明確なルールや目標を確認し、それに基づく実践を進める
中で、時機をとらえて文書化してきた過程を話してくれました。

この方式を家族で長年にわたって繰り返し行い、協定書のグレードアップも実現してき
ました。

（1）論点を明確に話し合いを行う !

家族経営協定に取り組む際に、協定書づくりそれ自体が目的とならないように十分留意
する必要があります。協定はいわば道具立ての一つであり、その活用により、農業経営の
改善や家族各人の働きやすい条件の整備等を着実に進めて行きましょう。

家族経営協定に盛り込みたいと考える内容は、年齢や性別・家族内での立場によって、
受け止め方や関心事が大きく異なることがしばしばあります。このため、話し合いを通じ
て、相互に理解すること、共通の一致点を見つけて行くことが大切です。

こうした中で、例えば、わが家の働き方改革に着手するために「いま、何をするべきか」
を考え、さらに、農業をめぐる家族の目標・夢に向かっていかに取り組み・接近して行く
べきか、論点を定めて話し合いを進めてみましょう。

話し合った内容を、家族で文章にすると、これまで不明瞭であった点も相互に把握でき
ることにもつながります。

沖縄県では、かつて協定を「我が家のドリームマップづくり」と位置付け、経営や生活
の多様な場面を見つめて行くために、穴埋め式のチェック項目に沿って各農家内で協議し、
協定項目を決めて行くという方式を主眼とした教材が作成されたことがあります。これは、
話し合いを基本とする家族経営協定の考え方を、端的に集約した普及マニュアルと言えま
す。

こうした視点に立って、日常の経営と生活をめぐる課題の、現状から将来展望までを家
族や夫婦間でお互いに考え、協議して行く取り組みを進めて行きましょう。

6.�もっと詳しくその 1 
 ー家族経営協定は話し合いを促す手段ー
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（3）家族経営協定に取り組む時の 3原則 !

以上のことを踏まえつつ、筆者が長らく協定普及に関わってきた中で、一貫して強調し
てきた、家族経営協定の取り組み方の 3 原則に言及させていただきたいと思います。

それは、①家族が話し合いを積み上げ、各農家の経営や生活に合った協定内容を組み立
てること、②文書化は目的ではなく、家族構成員の処遇の明確化、家族共通の経営目標（ま
たはその実現へのプロセス）等を明らかにするための手段であること、さらに③締結後も
協定内容を点検・必要に応じて見直しも行い、絶えず経営や生活の改善を考えることです。
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（1）法人経営の主流は一戸一法人 !

「わが家の農業経営は、法人化するので、家族経営協定はもう必要ないでしょうか」と
いう声を聞いたことがあります。しかし、こうした問い掛けに対して、筆者は、明確に答
えたいと思います。それは、法人化しても家族経営協定は有効に活かせますし、むしろ法
人経営の内実を整える上で、積極的に協定やそれに基づく家族の話し合いを行うべきとい
う点です。

わが国農業における法人経営には、数戸の経営の共同化や集落営農によるケースもあり
ますが、家族農業経営を基本としつつ、経営発展のテコに法人化を選んで、一戸一法人と
なる場合（もちろんそこに若干の雇用者が入るケースもある）が最も主流と言えます。

こうした中で、家族経営協定と法人化は、決して対照的なものではなく、家族農業経営
にとって、両者はどちらも経営改善を促す有力な取り組みと位置付けることができるで
しょう。

（2）家族経営協定と法人経営の関係を 3つの視点で !

このような考え方を踏まえて、家族経営協定と法人経営の両者の関係について、そのイ
メージを図 2 に示すとともに以下 3 つの視点から集約しておきたいと思います。

まず第 1 に、家族経営協定に取り組むことは、法人化を目指す経営にとって、確かな準
備過程となります。協定を通じて、経営内の各個人の就業条件の明確化、経営計画の策定、
家計と経営の分離に基づく計数管理等を進めることで、実質的な法人化へのステップを築
くことになると思います。

第 2 に、法人化を果たした経営においても、家族の日常的な話し合いを基礎とした協定
内容の実践は、前述の通り法人経営としての内実を維持・強化する上で、引き続き有効な
取り組みとなります。例えば、法人経営であっても、家族の労働報酬が実際には未払いで
あったりするケースも存在し、協定の遵守はこうした問題点を解消する要因になると思い
ます。

第 3 に、家族構成員を主体とした法人経営においては、経営と生活の不可分の課題を、
一体的に調整・解決して行く上でも、家族経営協定は多分に意義があると考えます。

とりわけ、家事・介護時間と農業労働時間の調整、家事労働の適正な評価、さらに経営
資産の相続や経営継承の問題等については、家族内の合意形成が必要であり、これらの対
策に向けて、法人化後も家族経営協定は有効な取り組みと言えます。一戸一法人の多くは、
農地等の経営資産を家族内の個人が法人に貸し付ける形をとっており、その所有権者が亡
くなった場合には、通常の家族農業経営と同様に、親族間での相続への対処が必要となり

7.�もっと詳しくその 2 
 ー法人化後も家族経営協定は活かせるー
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ます。
筆者は以前に、愛知県内で大葉生産を行う M さんの法人を訪問しました。そこでは、

法人経営を展開する中で、パートの人達との「就労契約」を明確に定めたことを受けて、
家族内各人の役割や処遇も確認し合うことを目的に、家族経営協定を締結したとのことで
した。M さんは、「協定があるからこそ、家族各人の報酬の明確化なども含め、法人と個
人の関係もきちんとする」と話されていました。

このように、家族経営協定に盛り込む内容は、法人化を実現して行く上での、いわば道
しるべになると思いますし、また、法人化後の経営においても、協定を的確に活かして行
く取り組みをお勧めします。

・就業条件の明確化
・経営目標の策定
・係数管理の充実
など

・家族内の話し合いを基礎に協定内容の実践に
より法人経営の内実を維持・強化

・経営と生活の不可分の課題を協定により調整

家族構成員主体の法人経営

家族経営協定

法人
化へ
の準
備過
程

法人化前 法人化後

◆図 2：家族経営協定と法人経営の関係のイメージ
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あとがき
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）

中央農業研究センター　農業経営研究領域

組織管理グループ長　　澤田　守

家族経営の事業展開の拡大に向けて

近年、農家女性の果たしている役割について注目を集めています。家族経営の中にお
いては、いままでも女性は重要な役割を果たしてきました。その一方で、家族経営の経営
者の 91%（2015 年農林業センサス）は男性であり、経営の中心を男性が担う中で、女性
が農業経営に及ぼしている効果は具体的にわかってはおりません。そこで、ここでは農林
業センサスをもとに農家女性が、家族経営の経営展開に及ぼす重要性について確認します。

2015 年の農林業センサスで初めて採用された項目が、農家世帯員の経営方針決定への
参画状況です。農家の各世帯員が「生産品目や飼養する畜種の選定・規模」、「出荷先の決
定」、「資金調達」、「雇用の決定・管理」などの経営方針の決定に参画したかどうかの設問
が加わり、配偶者をはじめとする農家女性の関わりが具体的に明らかになっています。

農家女性における経営方針決定への参画の状況は、農業経営の規模、作目によって異
なります。作目別に女性の経営方針決定への参画の状況についてみると、兼業農家が多い
稲作では 37% と低い一方で、酪農では 61%、施設野菜では 59% となり、専業的経営が
多い作目や畜産において女性の参画割合が高い傾向にあります。

そこで 2010 年と 2015 年の農林業センサスの組替集計を用いて、2015 年の配偶者の経
営方針決定への参画の有無別に、2010 年から 2015 年の農産物販売金額（中位数を用いた
推計値）の変化をみたものが 49 ページの図です。

図をみると、配偶者が経営方針の決定に参画している経営では、2010 年から 2015 年
にかけて販売金額が拡大していることがわかります。特に、農産物販売金額が大きい農産
物販売金額「5,000 万円～ 1 億円」の区分では、5 年間で平均 417 万円販売金額が拡大し
ています。一方、配偶者が経営方針の決定に参画していない経営をみると、販売金額が少
ない層を中心に、2010 年から 2015 年にかけて販売金額が減少していることがわかります。
例えば、農産物販売金額「3,000 ～ 5,000 万円」では 5 年間で販売金額が 52 万円減少し
ており、配偶者が経営方針の決定に参画している経営（平均 112 万円増）と比較して大
きな差が生じています。

この結果をみると、専業的な家族経営の展開にあたっては、配偶者が家族経営の経営
方針の決定に参画しているかどうかが大きく影響していることがわかります。実際に生産
面や販売・加工、雇用管理、経理など多くの点で、経営内で女性の果たす役割は大きくなっ
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ています。そのため、家族経営においては、より女性が経営に参画しやすくなる環境づく
りが重要であり、そのことが農業経営をより発展させることにつながると考えられます。
さらに農家女性が、地域の内外に情報発信を図り、ネットワークを広げていくことも求め
られます。

女性が農業経営により参画できるようにするには、経営者の果たす役割が鍵となりま
す。特に、経営方針の決定に関しては、日常的な夫婦間のコミュニケーション、信頼関係
が重要になります。また、家族経営の経営展開においては、短期的なビジョンだけではな
く、世帯員の成長に合わせた長期的なビジョンにもとづく経営設計を組み立てることも必
要です。家族経営の発展のためには、女性がより主体的に農業に関われるように、家族経
営内の仕事環境、夫婦関係をもう一度見つめ直すことが求められます。このガイドブック
を通じて、よりよい家族農業経営にするためにはどうすれば良いか、改めて考える機会に
していただけると幸いです。

配偶者 - 経営方針参画なし (���� 年 )

配偶者 - 経営方針参画有り (���� 年 )

���

���

���

���

���

�

-���

( 万円 )

(���� 年の農産物販売金額別 )

図　配偶者の経営方針決定への参画の有無別にみた
　　農産物販売金額の変化 (����~���� 年 )　　　　

資料：「���� 年農林業センサス」（農林水産省）（http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/about/����.html）、
 「���� 年農林業センサス」( 農林水産省）（http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc����/������.html）
 を組替集計して使用
　注：農産物販売金額に関しては中位数による推定値。� 億円以上の販売金額については家族経営の数が少ない
　　　ことから表示していない。
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